
議案第１０号 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについ

て 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

（市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年条例第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（給料） （給料） 

第３条 市長等の給料は、次のとおりとする。 第３条 市長等の給料は、次のとおりとする。 

 ⑴ 市長 月額 ８７２，０００円  ⑴ 市長 月額 ８５２，０００円 

 ⑵ 副市長 月額 ７５０，０００円  ⑵ 副市長 月額 ７３０，０００円 

  

（和光市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 和光市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年条例第２８号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（給料） （給料） 

第３条 教育長の給料は、月額７１８，０００円と 
する。 

第３条 教育長の給料は、月額６９８，０００円と 
する。 

  

（和光市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第３条 和光市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４４年条例第２



９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（議員報酬） （議員報酬） 

第２条 議長等の議員報酬は、次のとおりとする。 第２条 議長等の議員報酬は、次のとおりとする。 

 ⑴ 議長 月額 ４５２，０００円  ⑴ 議長 月額 ４３７，０００円 

 ⑵ 副議長 月額 ４０７，０００円  ⑵ 副議長 月額 ３９２，０００円 

 ⑶ 常任委員長及び議会運営委員長 月額 ３９ 
２，０００円 

 ⑶ 常任委員長及び議会運営委員長 月額 ３７ 
７，０００円 

⑷ 議員 月額 ３８２，０００円 ⑷ 議員 月額 ３６７，０００円 

  

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月１９日提出 

 

 

和光市長 柴﨑 光子       

 

 

提 案 理 由 

 市長及び副市長並びに教育長の給料並びに市議会の議長、副議長、常任委員長、議会運

営委員長及び議員の議員報酬の額を改正したいので、地方自治法第２０３条第４項、第２

０４条第３項及び第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 


